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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 4 月 3 0 日 ( 2 0 2 2 . 4 . 3 0 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
遊 技 球 が 進 入 可 能 な 始 動 口 と 、
所 定 の 始 動 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 所 定 の 抽 選 を 行 う 抽 選 手 段 と 、
該 抽 選 手 段 の 抽 選 結 果 を 表 示 す る 表 示 部 と 、
前 記 抽 選 手 段 の 抽 選 結 果 が 所 定 の 結 果 で あ る 場 合 、 通 常 遊 技 状 態 よ り 有 利 な 特 別 遊 技 状 態  
を 発 生 さ せ る 遊 技 制 御 手 段 と 、
前 記 始 動 口 へ の 遊 技 球 の 進 入 を 許 容 す る 進 入 許 容 状 態 と 、 当 該 始 動 口 へ の 遊 技 球 の 進 入 を  
規 制 す る 進 入 規 制 状 態 と を 切 り 替 え 可 能 で あ っ て 、 前 記 進 入 許 容 状 態 に お い て 前 記 始 動 口  
が 設 け ら れ な い 通 路 側 に 進 行 す る 遊 技 球 の 流 下 部 分 に 進 入 し て 所 定 の 球 通 路 部 に 沿 っ て 遊  
技 球 を 誘 導 し 、 当 該 進 入 許 容 状 態 に 対 し て 後 方 側 に 移 動 す る こ と で 当 該 流 下 部 分 か ら 外 れ  
た 位 置 に 配 置 さ れ て 前 記 進 入 規 制 状 態 を と る 構 成 と さ れ た 可 動 部 材 と 、
前 記 可 動 部 材 が 前 記 進 入 許 容 状 態 で あ る 場 合 に 前 記 所 定 の 球 通 路 部 に 沿 っ て 流 下 す る 遊 技  
球 と 接 触 可 能 な 位 置 に 設 け ら れ て 、 前 記 所 定 の 球 通 路 部 の 連 続 す る 方 向 に 交 差 す る 両 側 か  
ら 前 記 球 通 路 部 側 へ 突 出 し 、 両 側 の 突 出 位 置 を 傾 斜 方 向 に お い て ず ら し て 設 け ら れ る 減 速  
手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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